
 

 

 

 

 京都府福知山市花火大会火災を踏まえ 、屋外イベント等における火災予防対策

の徹底を図るため、東近江行政組合火災予防条例を改正しました。 

 

  

 

 

１ 屋内又は屋外での催しにおける消火器の準備 

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の人が集まる催しに

際して対象火気器具等（※）を使用する場合にあっては、迅速な初

期消火と被害拡大防止の観点から、主催者等に消火器の設置が

義務付けられました。 

例 自治会の祭りでストーブ等を使う場合 → 消火器準備 

※ コンロ、フライヤー、ストーブ、発電機等 

（気体燃料、液体燃料及び固体燃料を使用する器具並びに電気を熱源とする

器具及び使用に際し火災の発生のおそれがある器具をいいます。） 

 

  

 

 

２ 対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は「露店等の開設

届」を消防署長へ提出してください。 

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の人が集まる催しに際して対象

火気器具等を使用する露店等を出店する場合には、露店等（移動販売車を含む）

の出店者等に、消火器の設置と事前に消防署長に対する露店等の開設届が義務

付けられました。 

 

例 自治会の祭りでコンロ等火を使う露店・移動販売車（キッチンカー）を出店する場合 

 → 消火器の設置＋消防署への届出が必要 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ※ 必要に応じて消防職員が現地確認を実施することがあります。  

   

   

   

屋外イベント等における火災予防対策の徹底 



露店などを出す場合は「露店等の開設届出書」を 

消防署へ提出してください。 

１．様式に必須事項を記入します。 

 「露店等の開設届出書」  

＜届出・問い合わせ先＞ 

●近江八幡市・竜王町 

近江八幡消防署 TEL：0748-33-5119 

●東近江市〈八日市地区・永源寺地区〉 

 八日市消防署 TEL：0748-22-7610 

●東近江市〈蒲生地区〉・日野町 

 日野消防署 TEL：0748-52-0119 

●東近江市〈五個荘地区・能登川地区〉 

 能登川消防署 TEL：0748-42-0119 

●東近江市〈愛東地区・湖東地区〉・愛荘町 

 愛知消防署 TEL：0749-45-4119 
 

 

 ※ 様式はこちら 👉 届出様式のダウンロード (eastomi.or.jp) 

№２０ 「露店等の開設届出書」 

 

   

２．上記様式に添付する資料をご用意ください。 

 

【添付①】 露店の開設場所 

＜例＞ 

 

【添付②】 消火器の設置場所 

＜例＞ 

 

 

   

３．当日は、消火器をご用意ください。 

 基本的に １つの露店等に、消火器１本を準備 して配置します。  

  ※ 一定の要件を満たせば消火器の本数を減らすことが可能です。 

詳しくは消防署におたずねください。 

 

  

https://www.eastomi.or.jp/gyoumu/yousikidown/index.html


自 主 点 検 表 

 

次のうち該当する事項をチェックし、安全に露店を開設しましょう。 

項      目 確認欄 

開設場所 

消防水利（消火栓、防火水槽等）の使用に支障とならない場所に開設し

ていますか。 

 

 

消防車の進入や避難に支障を及ぼす場所に開設していませんか。 

※道路上に開設される場合は、東近江行政組合火災予防条例第 45 条

（５）に基づく「道路工事又は占用届出書」の提出が必要です。 

 

消火器 
消火器の準備はしていますか。  

消火器の規格は適正ですか。（４型以上）  

自主防火管理 
消火、通報及び避難誘導等の担当者を決めていますか。  

消火器等の正しい取扱方法等を確認していますか。  

対象火気器具等 
火気器具等の周囲は、整理整頓されていますか。  

火気器具等は、安定した不燃性の台などの上で使用していますか。  

液化石油ガス 

（プロパンガス） 

ガスボンベは転倒しないように固定していますか。  

ゴムホースの接続部は、ホースバンド等で締め付けられていますか。  

ゴムホースにひび割れ等はありませんか。  

カセットこんろ 

カセットボンベの装着部分を覆う調理器具は使用していませんか。  

カセットボンベは、直射日光や火気等の近くを避け、温度が上昇しな 

いように保管していますか。 

 

 

まき、炭等 火気の周囲は常に整理整頓し、後始末は確実にしていますか。  

電気器具 

たこ足配線を避け、電気配線の許容電流を守っていますか。  

電気コードは、照明器具等の荷重がかからないようにしていますか。  

照明器具は、可燃物と接触していませんか。  

発電機 発電機を稼働したまま給油していませんか。  

危険物容器 

携行缶のキャップを開ける前には、圧力弁等を操作して圧力を抜いて 

いますか。 

 

 

危険物容器は、直射日光及び火気等の近くを避け、温度が上昇しない 

ように保管していますか。 

 

 

暖房器具 
暖房器具と可燃物との距離を十分に保っていますか。  

燃料の給油は、必ず暖房器具の火を消してから行っていますか。  

その他 使用される各器具は故障していませんか。  

放火防止対策等 可燃物等を持ち帰り、放火を防止するための対策はしていますか。  


